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図書館等公衆送信サービスに係る特定図書館等及び 

利用者に求められる要件等について 

 

令和５年５月 17日修正 

令和４年８月３日修正 

特定図書館等分科会 

 

 

図書館等公衆送信サービス（以下、「本サービス」という）に係る特定図書館等

及び利用者に求められる要件等については、以下の通り運用するものとする。なお、

同要件等については、時宜に応じて関係者間で必要な見直しを行うものとする。 

 

 

 

１ 特定図書館等が満たすべき具体的な要件・基準について（第 31条第３項） 

（１）責任者の配置（第１号） 

責任者は、特定図書館等の館長又は本サービスに係る業務の適正な実施に

責任を持つ職員のうちから館長が指名する者とする。 

また、同一設置者による複数の特定図書館等については、責任者の兼任を認

める。 

 

（２）研修項目、実施方法等（第２号） 

ア 研修項目 

・著作権法及び図書館等における複製及び公衆送信ガイドライン、その他図書

館等公衆送信補償金制度に関する内容 

・各特定図書館等における本サービスの運用、事務処理といった実務に関する

内容 

イ 実施方法 

各特定図書館等の責任において、各特定図書館等の責任者をはじめとした

本サービスに係る実質的な判断に携わる職員（事務職員を含む。外部事業者

に事務処理を委託している場合は、当該外部事業者を含む。）に対して、上記

の研修項目に係る研修を定期的に実施する。なお、制度全般に関する内容に

ついては、各特定図書館等が共同で研修を実施することを妨げない。その際、

必要に応じて、文化庁及び一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理協会

（SARLIB）の協力を仰ぐことができるものとする。 
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（３）利用者情報の適切な管理（第３号） 

特定図書館等は、本サービスの実施に当たって利用者情報を適切に管理する

ための内部規定を定めること。その際、各特定図書館等が所属する組織におけ

る既存の個人情報取扱やセキュリティ管理に係る規定を準用することができ

る。 

なお、以下の事項については、必ず内部規定において定めるべきものとする。 

①個人情報の取得方法について（本人確認の方法） 

②取得する個人情報の内容（氏名、住所、電話番号又はＥメールアドレス） 

③取得した個人情報の管理（セキュリティ） 

④取得した個人情報の更新（利用者に更新を求める・更新の手段を提供し 

ている等） 

 

（４）データの目的外利用を防止し、又は抑止するための措置の内容（第４号） 

特定図書館等は、公衆送信されたデータがそれを受信した利用者により目的

外利用されないよう、本サービスの利用について利用者の個人情報を登録する

際や、本サービスの利用の申込みを受け付ける際には、利用者に対して、目的

外利用の防止等について定めた本サービスの利用規約を相当な方法により説

明し、同意を求めること。 

特定図書館等は、セキュリティ管理等を適切に行うための内部規定を定める

こと。その際、各特定図書館等が所属する組織・機関等における既存の個人情

報取扱やセキュリティ管理に係る規定を準用することができる。 

なお、以下の事項については、必ず内部規定において定めるべきものとする。 

①電子データの作成に係ること（データに記載する内容等） 

「３ データの不正拡散を防止し、又は抑止するための措置の内容」に 

準ずること 

②電子データの送信に係ること（誤送信の防止に向けた対策等） 

③電子データの破棄に係ること（保存期間等） 

電子データ及び電子データ作成に際し発生する中間複製物については、 

保存期間後速やか内に、かつ適切に廃棄する。 

 

（５）業務を適正に実施するために必要な措置の内容（第５号） 

※第５号関係については、現時点で規定されていないことから、今後の文化庁

著作権課における同号に基づく省令の規定に係る検討状況を踏まえ、必要に

応じて記載内容につき検討する。 

 

２ 特定図書館等に利用者が登録すべき情報について（第 31条第２項） 

各図書館等で行っている既存の利用登録の内容に準ずること。 

なお、以下の事項については、必ず登録すべきものとする。 
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①氏名 

②連絡先（住所、電話番号又はＥメールアドレス） 

既存の利用登録時に、身分証明書による本人確認を必要としない図書館等にお

いては、身分証明書等の本人確認書類による本人確認を行うこと。 

登録することが可能な利用者の範囲についても、原則は各図書館等で行ってい

る既存の利用登録要件に準ずること。 

 

３ データの不正拡散を防止し、又は抑止するための措置の内容 

（第 31条第２項第２号） 

特定図書館等は、公衆送信されたデータがそれを受信した利用者により目的外

利用されたり、不正拡散されたりしないよう、本サービスの利用について利用者

の個人情報を登録する際や、本サービスの利用の申込みを受け付ける際には、利

用者に対して、不正拡散の防止等について定めた本サービスの利用規約を相当な

方法により説明し、同意を求めること。 

なお、利用規約に必ず定めるべき事項は、以下のとおりとする。 

①注意事項・禁止事項の遵守について 

本サービス利用者は、以下の事項を遵守するものとする。 

・本サービスを第三者に利用させないこと 

・本サービスで入手したデータを権利者の許諾なく著作権法に定められた権

利制限の範囲を超えて第三者に送信し、又は転載しないこと 

・利用登録時に登録した情報に変更が生じた場合は、速やかに登録した特定

図書館等に届け出ること 

・その他、各特定図書館等が本サービスを適切に運用するために必要なもの

として定める注意事項・禁止事項 

②不適切な利用が判明した場合の利用停止等の措置 

利用規約違反、その他の不適切な利用が判明した場合は、本サービスの利

用停止等の措置を講ずること。 

 

また、電子ファイルに対して講じる措置については、次のとおりとする。ただ

し、今後の技術的進展等の環境変化に応じて電磁的方法に係る措置を追加するな

ど、時宜に応じて追加措置の導入を検討する。 

① 全頁ヘッダー部分に利用者 ID（貸出カードの番号等）を挿入する。 

② 全頁フッター部分にデータ作成館名、データ作成日を挿入する。 

 

 

（以上） 


